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石倉　健二 * 

発達心理臨床研究センターにおける動作法月例会40年の軌跡

　兵教大動作法月例会は、発達心理臨床研究センターが設置される以前の1983年から始まる心理臨床活
動である。記録の残る2000年以降で、延べ3,287名のトレーニー（クライエント）がセラピーを受け、
ほぼ同数のトレーナーに研修機会を提供してきた。2018年度からは、日本リハビリテイション心理学会
の認定を受けた研修会として整備され、心理臨床についての研修機会としての役割を果たしている。新型
コロナウィルス感染症の拡大で深刻な影響を受けたが、感染予防対策を行いながら新たな実施方法で継続
していくことが求められている。
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1　兵教大動作法月例会の沿革
　兵庫教育大学動作法研究会による動作法月例会

（以下“兵教大動作法月例会”）は、障害児教育講
座藤田継道教授（当時）が、教育･言語･社会棟3
階にあった講義室（現在は障害科学コースの院生
控室になっている）で、1983年9月に行ったこ
とに始まる。その第1回目は7人の障害児とその
保護者が対象であった。1983年度はその後毎月
実施され、延べ参加者は49組の親子、165名の
トレーナーであった。1984年度からは、教育･言
語･社会棟1階に当時あった会議室に会場を移し、
8月を除く毎月実施され、毎回12 ～ 13組の親子
が参加していた。
　1984年4月に、障害児教育講座に冨永良喜助
手（当時）が着任し、兵教大動作法月例会の準備
等のマネジメント全般を担当する。1984年の延
べ参加人数は母子132組、トレーナー 160名で
あった。
　1990年6月に兵庫教育大学附属障害児教育実
践センター（今の発達心理臨床研究センター、以
下“センター ”）が開設され、1991年1月に冨永良
喜助教授（当時）がセンターに移籍となる。そし

て1991年4月から、兵教大動作法月例会はセン
ターで実施されるようになる。この頃の兵教大動
作法月例会は、原則的に年10回実施され、毎回
15組前後の親子が参加していた。当時はその2倍
の人数のトレーナーを配置していた。
　1992年に井上雅彦助手（当時）がセンターに
着任。兵教大動作法月例会は、藤田教授、冨永助
教授、井上助手の3人体制で運営されることとな
る。
　2000年4月に教育臨床コースが開設されるに
あたり、1999年4月にセンターは、現在の発達
心理臨床研究センターに改組となり、冨永助教授
はセンターの教授に、井上助手はセンターの助教
授となる。この時期に藤田教授と井上助教授は、
運動動作の学習指導と認知･言語･コミュニケー
ションやADLの応用行動分析学的学習指導を中心
とした「うれしの認知･動作学習月例会」を実施
していた。その後、2002年4月に教育臨床コー
スは教育臨床心理コースに名称変更し、さらに
2006年4月には臨床心理コースに名称変更とな
る。その後、井上准教授の転出（2008年3月）、
藤田教授の退職（2009年3月）により、「うれし
の認知･動作学習月例会」はセンターでの実施は
なされなくなる。
　2008年9月に特別支援教育専攻に石倉が准教

＊　兵庫教育大学大学院障害科学コース
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　そして特別支援教育の文脈においては、からだ
の動きについて子どもが学習したり、教育的側面
から指導することを総称して「動作学習」と呼ぶ
ことがある。動作学習では、身体運動だけでなく、
その背景にある「意図」や「努力」に関する働き
かけを行うため、動作学習の成果は身体運動の改
善だけでなく、行動や対人関係の変化、情緒の安
定、などとしてあらわれる。
　動作学習では、子ども自身の心的現象に働きか
けを行うために、本人がからだの動きをどのよう
に感じ取っているか、どのように動かそうとして
いるか、といった様々な身体的感覚が重視される。
そしてそこに至るまでの「努力」の過程、つまり
からだの動かし方を変えようとする様々な工夫と、
それをもたらすトレーニーとトレーナーの相互の
やりとりが学習の中心的な内容となる。

（２）心理リハビリテイションについて
　成瀬（1972）は脳性マヒ児のためのリハビリ
テイションについて、生活態度や性格的諸問題、
社会的･対人的行動などについての心理学的知識、
生活指導やカウンセリングなどの心理学的技法の
重要性を指摘した。それと同時に、機能訓練につ
いても心理的現象としてとらえることの必要性を
強調していた。そして、その両方への支援を包括
的に行うためのシステムとして「心理リハビリテ
イション」が実践されてきた。
　「心理リハビリテイション」は、心理臨床の援

授（当時）として着任し、冨永教授とともに兵教
大動作法月例会の運営に携わる。2017年3月の
冨永教授退職後の兵教大動作法月例会は、石倉が
運営するようになる。
　2018年度からは、日本リハビリテイション心
理学会資格認定委員会の規定に基づき、日本リハ
ビリテイション心理学会の定めるトレーナー・
スーパーバイザーの資格取得や更新に必要な研修
ポイントを取得できる課程認定を受けたプログラ
ムで実施されるようになる。
　2020年度は新型コロナウィルス感染症の感染
拡大により年間を通して中止となったが、2021
年には、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が
適用されている期間以外に、小規模な形で実施さ
れた。2022年度には、再び、日本リハビリテイショ
ン心理学会の課程認定を受ける予定で実施中であ
る。

２　動作法、心理リハビリテイション、月例会
（１）動作法について
　動作法は、九州大学名誉教授である成瀬悟策を
中心とするグループによって創始された心理療法
である。「動作」とは、からだの動き全般のこと
を指す一般用語であるが、この「動作」を「意図 
－ 努力 － 身体運動」という動作図式で理解する
ことに大きな特徴がある。ここで言う「身体運動」
とは外から見ることのできる物理現象としてのか
らだの動きのことを指し、「意図」とは生きるもの
すべてにそなわっている心的現象（心の働き）を
総称している。「努力」は、意図を適切な身体運
動につなぐための心の働きのことを意味している。
　動作法では、すべての身体運動には「意図（つ
まり“心の働き”）」が反映されていると考え、そ
の「意図」が「身体運動」に適切に反映できるよ
うな「努力」の仕方を身につけるように働きかけ
るのが動作法である。そして、その適切な「努力」
の仕方を身につける過程で、自分自身についての
理解の深まり、働きかけている他者への気づき、
自分の身体運動や行動の適切な調整の仕方などが
獲得されると考えられている。
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ろもある。
　月例会は動作法を中心として取り組むが、食事
や集団療法、研修、トレーナーミーティング、親
の会など心理リハビリテイションキャンプと同じ
ような内容を取り扱う場合もある。動作法の時間
や研修・ミーティングが規定の時間を確保できれ
ば、日本リハビリテイション心理学会資格認定委
員会の規定に基づき、「認定課程」となることがで
きる。「認定課程」であることを認められた月例
会は、日本リハビリテイション心理学会が認定す
るトレーナー資格やスーパーバイザー資格の申請
や更新に必要な研修ポイントを取得できる。
　この月例会は、心理リハビリテイションキャン
プで実施した動作法を継続するという意味も大き
いが、それ以外にもトレーニーやトレーナーが初
めて動作法を体験する機会となったり、トレー
ナーが継続的な研修を受けたり、トレーニーやそ
の家族が仲間を作ることにも貢献している。月例
会は毎月のように行われるため、日常生活の一部
となり、トレーニーには心と身体のサポートの一
部として、家族にとっては居場所となり、トレー
ナーにとっては研修と仲間づくりの場となる。

３　兵教大動作法月例会の利用状況
（１）トレーニー（クライエント）
　心理臨床では通常「クライエント」と呼ばれる

助技法としての動作法を重視するが、元々は生活
指導やカウンセリングなどの側面も含んだ取組み
である。それは心理リハビリテイションキャンプ
において象徴的に現れているが、集団療法、生活
指導、トレーナー研修、保護者研修、SV･マネー
ジャー研修などのプログラムで構成されている

（図１）。
　またキャンプや月例会による支援実践を中心と
しながら、支援者らによる各種研究会、親の会や
トレーニーの会が各地で組織されており、当事者
も一緒に活動する心理リハビリテイションの会や、
学術団体としての日本リハビリテイション心理学
会などを通じて、研究･開発、広報･啓発活動も行
われるという特徴を有している（図２）。今日では、
こうした包括的な取組みが「心理リハビリテイ
ション」と呼ばれる。

（３）月例会について
　年に1 ～ 2回の頻度で実施される心理リハビリ
テイションキャンプで得られた成果を維持したり、
その後のフォローアップを目的に、各地で月例会

（又は“訓練会”とも呼ばれる）が行われている。
その規模や方法はそれぞれの地域によって異なり、
ごく少人数で行うところもあれば、20人前後で
行うところもある。また、2時間程度の短時間の
場合もあれば、食事をはさんで5時間程度のとこ
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会をＣと表記している。
　2000年以降に記録があるだけでも延べ3,287
名のトレーニーに対して、234回の動作法の月例
会を実施している。年間の単純平均で164人、1
回あたりの平均参加人数は14人である。このこ
とから兵教大動作法月例会は、発達心理臨床研究
センターの心理臨床活動及び障害児者の地域支援
活動として大きな役割を果たしていると言える。

（２）トレーナー、スーパーバイザー、マネージャー
　心理リハビリテイションにおいては、トレー
ニーへの支援・指導を実施するためにいくつかの
役割がある。
　トレーニーヘの指導などを担当する人のことを

「トレーナー」と呼び、基本的にはトレーニーに
対して動作法をマンツーマンで担当する。トレー
ナーを補助する役割の人のことを「サブトレー
ナー」と呼び、初心者や学生はまずこの役割をと
ることから始まることが多い。トレーナーに対す

人のことを、心理リハビリテイションでは「トレー
ニー」と呼ぶ。このような名称を使用するように
なった経緯は不明であるため、以下は推測である。
そもそも「トレーニー」という名称は、「訓練を受
ける人」を一般的には意味している。動作法が開
発された1960年代は日本における心理臨床活動
の形式が成立する前の時代であり、今で言う「ク
ライエント」という用語がまだ使用されていな
かった可能性がある。また動作法は開発当初に「動
作訓練」と呼ばれており、「動作訓練」は「訓練」
であるため、それを受ける人を「トレーニー」と
呼んだことに違和感はない。この呼び方が現代に
おいてもふさわしいかどうかは検討を要するが、
慣習的にこの名称が使用され続けている。
　記録が残っている2000年度以降に、兵教大動
作法月例会に参加したトレーニーの延べ人数は表
1のようになっている。なお、藤田名誉教授が実
施していたものを月例会Ａ、冨永名誉教授が実施
していた月例会をＢ、冨永名誉教授退職後の月例

 月例会 A 月例会 B 月例会 C 
 延べ人数 回数 延べ人数 回数 延べ人数 回数 
2000年度 54 5 179 10 － － 
2001年度 記録なし 記録なし － － 
2002年度 171 10 85 6 － － 
2003年度 161 9 93 6 － － 
2004年度 135 8 127 5 － － 
2005年度 171 9 75 7 － － 
2006年度 191 10 82 6 － － 
2007年度 142 8 87 7 － － 
2008年度 177 10 45 4 － － 
2009年度 170 25 63 6 － － 
2010年度 － － 69 6 － － 
2011年度 － － 51 5 － － 
2012年度 － － 108 7 － － 
2013年度 － － 118 8 － － 
2014年度 － － 109 7 － － 
2015年度 － － 98 6 － － 
2016年度 － － 94 7 － － 
2017年度 － － － － 93 8 
2018年度 － － － － 135 11 
2019年度 － － － － 152 12 
2020年度 － － － － 休止 
2021年度 － － － － 52 6 

合計 1,372 94 1,483 103 432 37 

表1  月例会に参加したトレーニーの人数と実施回数
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2021年度も例年の半分の実施回数にとどまった。
2022年度は社会活動再開の機運もあり、感染予
防対策を施した上で年間12回の予定で実施して
いる。しかし感染予防対策上、参加人数や時間を
三分の一程度に縮小して実施している。今後、当
面の間は感染予防対策を十分に行うことが求めら
れる。
こうした新たな社会状況に対応した実施方法を工
夫していかなければならないが、これまで蓄積し
てきた経験を踏まえた新たな兵教大動作法月例会
の実施を検討していく必要がある。
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る指導を担当する者を「スーパーバイザー」と呼
び、動作法について熟達しているだけでなく、研
修や保護者への対応、キャンプ運営にも指導的役
割を担う。そして心理リハビリテイションキャン
プや月例会の運営を行う者が「マネージャー」で
あるが、準備段階での参加者との連絡調整、班構
成や人の動きを統制するなど運営の要である。
　兵教大動作法月例会においても、これらの役割
を配置して実施される。特に兵教大動作法月例会
のトレーナーは、動作法の実技研修としての側面
が強く、大学院生が担う場合もあれば、学校教員
や施設職員（心理職を含む）などがトレーナーと
して参加している。スーパーバイザーは、特別支
援学校の教員で日本リハビリテイション心理学会
が認定している「スーパーバイザー資格」を有す
る者が担当している場合が多い。基本的にはト
レーニーに対してマンツーマンで実施するため、
上記(1)のトレーニーとほぼ同数のトレーナーに
対して実技研修の機会を提供してきたと考えられ
る。
　さらに2018年度以降の兵教大動作法月例会は、
日本リハビリテイション心理学会資格認定委員会
の基準を満たした「認定課程」となっている。こ
れは年間10回以上が実施され、動作法の実技研
修、事例検討のためのミーティングなどについて
所定の時間が確保されているものが認定される。
この認定課程を修了した者は、2018年度ではト
レーナー 8名・スーパーバイザー 2名、2019年
度ではトレーナー 16名・スーパーバイザー 2名
であり、2022年度はトレーナー 3名、スーパー
バイザー 2名の予定である。こうしたことから、
兵教大動作法月例会は心理臨床についての研修機
会としての役割を十分に果たしていると言える。

４　動作法月例会の今後について
　2020年冬からの新型コロナウィルス感染症の
拡大により、様々な心理臨床活動や障害児者支援
の地域活動が大きな影響を受け、活動の休止・縮
小に追い込まれた。兵教大動作法月例会も例外で
はなく、2020年度は年間を通して活動を休止し、
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The significance and role of monthly Dohsa-hou session for 40 years
at Developmental Psychology Clinical Research Center.

Ishikura KENJI *

* Hyogo University of Teacher Education

　The monthly Dohsa-hou session is a psychological clinical activity that started in 1983 before the Developmental 

Psychology Clinical Research Center was established. A total of 3,287 trainees (clients) have received therapy since 

2000, when records remain. It has provided training opportunities to approximately the same number of trainers. Since 

2018, it has been organized as a session certified by the Japanese Society of Rehabilitation Psychology and serves as a 

training opportunity for clinical psychology trainees. It has been suffering major impact of the COVID-19, but it is 

requested to continue with new implementation methods while taking measures to prevent infection.

 

Key Words :  Dohsa-hou, Monthly session, clinical psychological activity, Support for people with disabilities


